
 1 

障
しょう

がい者
し ゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

等
とう

における検討
けんとう

を踏まえて
ふ    

障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を見直す
み な お   

までの 間
あいだ

において 

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するための関係
かんけい

法律
ほうりつ

の整備
せ い び

に関する
か ん   

法律
ほうりつ

の概要
がいよう

 

① 趣旨
しゅし

 公布
こうふ

日
び

施行
しこう

 

－ 障
しょう

がい者制度改革推進本部等
しゃせいどかいかくすいしんほんぶとう

における検討
けんとう

を踏まえて
ふ    

障 害
しょうがい

保健
ほけん

福祉
ふくし

施策
しさく

を見直す
みなお 

までの 間
あいだ

における 

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

の地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

のための法
ほう

改正
かいせい

であることを明記
めいき

 
 

② 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の見直し
みなお 

  平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

１日
 にち

までの政令
せいれい

で定める
さだ  

日
にち

から施行
しこう

 

－ 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について、応
おう

能
のう

負担
ふたん

を原則
げんそく

に 

－ 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスと補
ほ

装具
そうぐ

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を合算
がっさん

し負担
ふたん

を軽減
けいげん

 
 

③ 障 害 者
しょうがいしゃ

の範囲
はんい

の見直し
みなお 

 公布
こうふ

日
び

施行
しこう

 

－ 発達
はったつ

障 害
しょうがい

が障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の対 象
たいしょう

となることを明確化
めいかくか

 
 

④ 相談
そうだん

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

１日
 にち

施行
しこう

 ※自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

については、平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

１日
 にち

までの政令
せいれい

で定める
さだ  

日
ひ

から施行
しこう

 

－ 相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の強化
きょうか

（市町村
しちょうそん

に基幹
きかん

相談
そうだん

支援
しえん

センターを設置
せっち

、「自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

」を法律上
ほうりつうえ

位置付け
い ち づ  

、 

地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

・地域
ちいき

定 着
ていちゃく

支援
しえん

の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

） 

－ 支給
しきゅう

決定
けってい

プロセスの見直し
みなお 

（サービス等
とう

利用
りよう

計画
けいかく

案
あん

を勘案
かんあん

）、サービス等
とう

利用
りよう

計画
けいかく

作成
さくせい

の対 象 者
たいしょうしゃ

の大幅
おおはば

な拡
かく

大
だい

 

資料
しりょう

6 
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⑤ 障害児
しょうがいじ

支援
しえん

の強化
きょうか

 平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

１日
 にち

施行
しこう

 

－ 児童
じどう

福祉法
ふくしほう

を基本
きほん

として身近
みじか

な地域
ちいき

での支援
しえん

を充 実
じゅうじつ

 

（障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

等
とう

で分かれて
わ    

いる施設
しせつ

の一元化
いちげんか

、通所
つうしょ

サービスの実施
じっし

主体
しゅたい

を都道府県
とどうふけん

から市町村
しちょうそん

へ移行
いこう

） 

－ 放課後
ほうかご

等
とう

デイサービス・保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
しえん

の創設
そうせつ

 

－  在園
ざいえん

期間
きかん

の延 長
えんちょう

措置
そ ち

の見直し
みなお 

（１８歳
  さい

以上
いじょう

の入 所 者
にゅうしょしゃ

については、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

で対応
たいおう

するよう見直し
みなお 

。 

その際
さい

、現
げん

に入 所
にゅうしょ

している者
しゃ

が退所
たいしょ

させられることのないようにする。） 
 

⑥ 地域
ちいき

における自立
じりつ

した生活
せいかつ

のための支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

1日
にち

までの政令
せいれい

で定める
さだ  

日
ひ

から施行
しこう

 

－ グループホーム・ケアホーム利用
りよう

の際
さい

の助成
じょせい

を創設
そうせつ

 

－  重度
じゅうど

の視覚
しかく

障 害 者
しょうがいしゃ

の移動
いどう

を支援
しえん

するサービスの創設
そうせつ

（同行
どうこう

援護
えんご

。個別
こべつ

給付化
きゅうふか

） 

（その他
  た

）（１）「その有
ゆう

する能 力
のうりょく

及び
およ 

適性
てきせい

に応じ
おう 

」の削除
さくじょ

、（２）成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

利用
りよう

支援
しえん

事業
じぎょう

の必須
ひっす

事業
じぎょう

への格上げ
かくあ 

、 

（３）児童
じどう

デイサービスに係る
かか 

利用
りよう

年齢
ねんれい

の特例
とくれい

、（４）事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の業務
ぎょうむ

管理
かんり

体制
たいせい

の整備
せいび

、 

（５）精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

の整備
せいび

等
とう

、（６）難 病
なんびょう

の者
もの

等
とう

に対する
たい  

支援
しえん

・障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

に対する
たい  

移動
いどう

支援
しえん

についての検討
けんとう

 

(1)(3)(6)：公布
こうふ

日
び

施行
しこう

  (2)(4)(5)：平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

1日
にち

までの政令
せいれい

で定める
さだ  

日
ひ

から施行
しこう
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① 趣旨
しゅし

  （施行
しこう

期日
きじつ

）公布
こうふ

日
び

施行
しこう

 

 

（課題
かだい

） 本改正
ほんかいせい

案
あん

の趣旨
しゅし

を明確
めいかく

にする必要
ひつよう

。 

→ 障
しょう

がい者制度改革推進本部等
しゃせいどかいかくすいしんほんぶとう

における検討
けんとう

を踏まえて
ふ    

障害
しょうがい

保健
ほけん

福祉
ふくし

施策
しさく

を見直す
み な お  

までの間
あいだ

において障害者
しょうがいしゃ

及び
およ 

障害児
しょうがいじ

の

地域
ちいき

生活
せいかつ

を支援
しえん

するため、関係
かんけい

法律
ほうりつ

を整備
せいび

するものであることを明記
めいき

。 
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② 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の見直し
み な お  

  （施行
しこう

期日
きじつ

）平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

１日
 にち

までの政令
せいれい

で定める
さ だ   

日
にち

から施行
しこう

 

 

○ 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の規定
きてい

の見直し
み な お  

 

（課題
かだい

） 累次
るいじ

の対策
たいさく

により、負担
ふたん

上限
じょうげん

額
がく

は大幅
おおはば

に引き下げられて
ひ  さ     

おり、実質的
じっしつてき

に負担
ふたん

能力
のうりょく

に応じた
お う   

負担
ふたん

になっているが、

法律上
ほうりつうえ

は１割
 わり

負担
ふたん

が原則
げんそく

となっている。 

→ 法律上
ほうりつうえ

も負担
ふたん

能力
のうりょく

に応じた
お う   

負担
ふたん

が原則
げんそく

であることを明確化
めいかくか

。 

（ただし、サービス利用量
りようりょう

が少なく
す く   

、１割
 わり

負担
ふたん

の方
ほう

が低い
ひく 

場合
ばあい

には１割
 わり

） 

    ※ 例えば
た と   

、現在
げんざい

、市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひ か ぜ い

世帯
せたい

については、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は無料
むりょう

。 

    ※ 利用者
りようしゃ

の実質
じっしつ

負担率
ふたんりつ

０．３７％（Ｈ２２.７国保連
こくほれん

データ）。 

 

○ 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の合算
がっさん

 

（課題
かだい

） 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスと補
ほ

装具
そうぐ

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の上限
じょうげん

額
がく

は、それぞれに別
べつ

に設定
せってい

されている。 

→ 高額
たかがく

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス費
   ひ

について補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

と合算
がっさん

することで、利用者
りようしゃ

の負担
ふたん

を軽減
けいげん

。  



 5 

 

③ 障害者
しょうがいしゃ

の範囲
はんい

の見直し
み な お  

 （施行
しこう

期日
きじつ

）公布
こうふ

日
び

施行
しこう

 

 

（課題
かだい

） 発達
はったつ

障害
しょうがい

は、概念的
がいねんてき

には精神
せいしん

障害
しょうがい

に含まれる
ふ く    

が、そのことが明確
めいかく

にされていない。 

→ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

のサービスをより受けやすく
う     

する観点
かんてん

から、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

が障害者
しょうがいしゃ

の範囲
はんい

に含まれる
ふ く    

ことを法律上
ほうりつじょう

明示
めいじ

。 

※ 発達
はったつ

障害
しょうがい

については、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

が整備
せいび

され、発達
はったつ

障害
しょうがい

の定義
ていぎ

規定
きてい

も置かれて
お    

いる。 

※ あわせて、高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障害
しょうがい

が対象
たいしょう

となることについて、通知
つうち

等
とう

で明確
めいかく

にする。 
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④ 相談
そうだん

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

  （施行
しこう

期日
きじつ

）平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

１日
 にち

施行
しこう

 ※自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

については平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

１日
 にち

までの政令
せいれい

で定める
さだ   

日
ひ

から施行
しこう

 

 

○ 相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

（課題
かだい

） 障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生活
せいかつ

にとって相談
そうだん

支援
しえん

は不可欠
ふ か け つ

であるが、市町村
しちょうそん

ごとに取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

に差
さ

がある。 

また、地域
ちいき

の支援
しえん

体制づくり
た い せ い    

に重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を果たす
は   

自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

の位置付け
い ち づ  

が法律上
ほうりつじょう

不明確
ふめいかく

。 

→ 地域
ちいき

における相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図る
はか 

ため中心
ちゅうしん

となる総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

支援
しえん

センター（基幹
きかん

相談
そうだん

支援
しえん

センター）を市町村
しちょうそん

に設置
せっち

。 

→ 自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

について、設置
せっち

の促進
そくしん

や運営
うんえい

の活性化
かっせいか

のため、法律上
ほうりつうえ

に根拠
こんきょ

を設ける
も う   

。 

※ 市区
し く

町村
ちょうそん

における地域
ちいき

自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

の設置
せっち

状 況
じょうきょう

79％(Ｈ21.4.1現在。 21年度中
ねんどちゅう

に更に
さら 

11%が設置
せっち

予定
よてい

。) 。 

→ 地域
ちいき

移行
いこう

や地域
ちいき

定着
ていちゃく

についての相談
そうだん

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

（地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

・地域
ちいき

定着
ていちゃく

支援
しえん

の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

）。 

 

○ 支給
しきゅう

決定
けってい

プロセスの見直し
み な お  

等
とう

 

（課題
かだい

） サービス利用
りよう

計画
けいかく

の作成
さくせい

については、①計画
けいかく

の作成
さくせい

が市町村
しちょうそん

の支給
しきゅう

決定後
けっていご

となっている、②対象
たいしょう

が限定
げんてい

されている、などの理由
りゆう

からあまり利用
りよう

されていない。 

→ 支給
しきゅう

決定
けってい

の前
まえ

にサービス等
とう

利用
りよう

計画
けいかく

案
あん

を作成
さくせい

し、支給
しきゅう

決定
けってい

の参考
さんこう

とするよう見直し
み な お  

。  

→ サービス等
とう

利用
りよう

計画
けいかく

作成
さくせい

の対象者
たいしょうしゃ

を大幅
おおはば

に拡大
かくだい

。 

       ※ 現在
げんざい

のサービス利用
りよう

計画
けいかく

作成費
さくせいひ

の対象者
たいしょうしゃ

は、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に限定
げんてい

されており、利用者数
りようしゃすう

は2,731人
にん

（Ｈ21.4）。  
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⑤ 障害児
しょうがいじ

支援
しえん

の強化
きょうか

 （施行
しこう

期日
きじつ

）平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

１日
 にち

施行
しこう

 

 

○ 児童
じどう

福祉法
ふくしほう

を基本
きほん

とした身近
みじか

な支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

（課題
かだい

） 障害
しょうがい

を持つ
も  

子ども
こ   

が身近
みじか

な地域
ちいき

でサービスを受けられる
う     

支援
しえん

体制
たいせい

が必要
ひつよう

。 

→ 重複
じゅうふく

障害
しょうがい

に対応
たいおう

するとともに、身近
みじか

な地域
ちいき

で支援
しえん

を受けられる
う     

よう、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

等
とう

に分かれて
わ    

いる現行
げんこう

の障害児
しょうがいじ

施設
しせつ

（通所
つうしょ

・入所
にゅうしょ

）について一元化
いちげんか

。 

→ 在宅
ざいたく

サービスや児童
じどう

デイサービスの実施
じっし

主体
しゅたい

が市町村
しちょうそん

になっていることも踏まえ
ふ   

、通所
つうしょ

サービスについては市町村
しちょうそん

を実施
じっし

主体
しゅたい

とする（入所
にゅうしょ

施設
しせつ

の実施
じっし

主体
しゅたい

は引き続き
ひ  つ づ  

都道府県
とどうふけん

）。 

 

○ 放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス・保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
しえん

の創設
そうせつ

 

（課題
かだい

） 放課後
ほ う か ご

や夏休み
なつやす 

等
とう

における居場所
い ば し ょ

の確保
かくほ

が必要
ひつよう

。 

→ 学齢期
がくれいき

における支援
しえん

の充実
じゅうじつ

のため、「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス」を創設
そうせつ

。（ 20歳
さい

に達する
た っ   

まで利用
りよう

できるように特例
とくれい

を設ける
も う   

。） 

 

（課題
かだい

） 保育所
ほいくしょ

等
とう

に通う
かよ 

障害児
しょうがいじ

に対して
た い   

、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

のための支援
しえん

が必要
ひつよう

。 

→ 保育所
ほいくしょ

等
とう

を訪問
ほうもん

し、専門的
せんもんてき

な支援
しえん

を行う
おこな 

ため、「保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
しえん

」を創設
そうせつ

。 
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○ 在園
ざいえん

期間
きかん

の延長
えんちょう

措置
そ ち

の見直し
み な お  

 

（課題
かだい

） １８歳
  さ い

以上
いじょう

の障害児
しょうがいじ

施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

について、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

として対応
たいおう

すべきとの意見
いけん

。 

     （障害児
しょうがいじ

支援
しえん

の関係者
かんけいしゃ

で構成
こうせい

された『障害児
しょうがいじ

支援
しえん

の見直し
み な お  

に関する
か ん   

検討会
けんとうかい

』の中
なか

での議論
ぎろん

） 

→ １８歳
  さ い

以上
いじょう

の障害児
しょうがいじ

施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

については障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

（障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

）で対応
たいおう

するよう見直し
み な お  

。 

  （その際
さい

、必要
ひつよう

な支援
しえん

の継続
けいぞく

措置
そ ち

に関する
か ん   

規定
きてい

や、現
げん

に入所
にゅうしょ

している者
もの

が退所
たいしょ

させられることがないよう 

   にするための必要
ひつよう

な規定
きてい

を設ける
も う   

。特
とく

に重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

については十分
じゅうぶん

に配慮
はいりょ

する。） 
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⑥ 地域
ちいき

における自立
じりつ

した生活
せいかつ

のための支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 （施行
しこう

期日
きじつ

）平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

１日
 にち

までの政令
せいれい

で定める
さ だ   

日
にち

から施行
しこう

 

 

○ グループホーム・ケアホーム利用
りよう

の際
さい

の助成
じょせい

の創設
そうせつ

 

（課題
かだい

） 障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

移行
いこう

を促進
そくしん

するため、障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して暮らせる
く   

「住まい
す   

の場
ば

」を積極的
せっきょくてき

に確保
かくほ

する必要
ひつよう

。 

→ グループホーム・ケアホーム入居者
にゅうきょしゃ

への支援
しえん

を創設
そうせつ

（居住
きょじゅう

に要する
よ う   

費用
ひよう

の助成
じょせい

）。 

 

○ 重度
じゅうど

の視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

の移動
いどう

支援
しえん

の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

 

（課題
かだい

） 移動
いどう

支援
しえん

について、重度
じゅうど

の肢体
したい

不自由者
ふじゆうしゃ

や知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

及び
およ 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

については、自立
じりつ

支援
しえん

給付
きゅうふ

とされているが、重度
じゅうど

の視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

については、地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

（補助
ほじょ

金
きん

）の中
なか

で行われて
おこな    

いるのみ。 

→ 重度
じゅうど

の視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

の移動
いどう

支援
しえん

についても、地域
ちいき

での暮らし
く   

を支援
しえん

する観点
かんてん

から、自立
じりつ

支援
しえん

給付
きゅうふ

の対象
たいしょう

とする。 
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⑦ その他
た

 （施行
しこう

期日
きじつ

）（１）（３）（６）：公布
こうふ

日
び

施行
しこう

  （２）（４）（５）：平成
へいせい

24年
ねん

４月
 がつ

１日
 にち

までの政令
せいれい

で定める
さ だ   

日
ひ

から施行
しこう

 

 

（１）「その有する
ゆ う   

能力
のうりょく

及び
およ 

適性
てきせい

に応じ
おう 

」の削除
さくじょ

 

（課題
かだい

） 能力
のうりょく

及び
およ 

適性
てきせい

に応じた
お う   

サービス量
       りょう

しか支給
しきゅう

しないように読まれる
よ    

おそれ。 

→ 目的
もくてき

規定
きてい

等
とう

にある「その有する
ゆ う   

能力
のうりょく

及び
およ 

適性
てきせい

に応じ
おう 

」との文言
もんごん

を削除
さくじょ

。 

 

（２）成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

利用
りよう

支援
しえん

事業
じぎょう

の必須
ひっす

事業
じぎょう

への格上げ
か く あ  

 

（課題
かだい

） 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

利用
りよう

支援
しえん

事業
じぎょう

は、相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

の事業
じぎょう

内容
ないよう

の一つ
ひと 

であり、実施
じっし

していない市町村
しちょうそん

がある。 

→ 法律上
ほうりつうえ

、市町村
しちょうそん

の地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の必須
ひっす

事業
じぎょう

に格上げ
か く あ  

。 

 

 

（３）児童
じどう

デイサービスに係る
かか 

利用
りよう

年齢
ねんれい

の特例
とくれい

 

（課題
かだい

） 児童
じどう

デイサービスの利用
りよう

は、18歳
さい

未満
みまん

。在学中
ざいがくちゅう

に、利用
りよう

できなくなる。 

→ 児童
じどう

デイサービスを20歳
さい

に達する
た っ   

まで利用
りよう

できるように特例
とくれい

を設ける
も う   

。 

 

（４）事
じ

業者
ぎょうしゃ

の業務
ぎょうむ

管理
かんり

体制
たいせい

の整備
せいび

等
とう

 

（課題
かだい

） 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事業
じぎょう

の運営
うんえい

をより適正化
てきせいか

することが必要
ひつよう

。 

→ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

における法令
ほうれい

遵守
じゅんしゅ

のための業務
ぎょうむ

管理
かんり

体制
たいせい

の整備
せいび

、事業
じぎょう

廃止
はいし

時
じ

のサービス確保
かくほ

対策
たいさく

等
とう

。 
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（５）精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生活
せいかつ

を支える
さ さ   

精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

の整備
せいび

等
とう

 

（課題
かだい

） 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

及び
およ 

地域
ちいき

生活
せいかつ

の支援
しえん

を推進
すいしん

することが必要
ひつよう

。 

→ 都道府県
とどうふけん

による精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

の確保
かくほ

について法律上
ほうりつうえ

位置付け
い ち づ  

等
とう

。 

【精神
せいしん

保健
ほけん

及び
およ 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に関する
か ん   

法律
ほうりつ

の改正
かいせい

】 

→ 精神
せいしん

保健
ほけん

福祉士
ふ く し し

が、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生活
せいかつ

における相談
そうだん

支援
しえん

を担って
に な   

いることの明確化
めいかくか

等
とう

。 

【精神
せいしん

保健
ほけん

福祉士法
ふくししほう

の改正
かいせい

】 

 

（６）検討
けんとう

 

（課題
かだい

） 難病
なんびょう

の者
しゃ

等
とう

に対する
た い   

支援
しえん

及び
およ 

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対する
た い   

全般的
ぜんぱんてき

な移動
いどう

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

。 

→ 政府
せいふ

は、障害
しょうがい

保健
ほけん

福祉
ふくし

施策
しさく

を見直す
み な お  

に当たって
あ    

、難病
なんびょう

の者
しゃ

等
とう

に対する
た い   

支援
しえん

及び
およ 

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対する
た い   

移動
いどう

支援
しえん

の在り方
あ  か た

に

ついて必要
ひつよう

な検討
けんとう

を加え
くわ 

、その結果
けっか

に基づいて
も と    

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

 


